
募
集 第

千

八

百

五

十

七

号

平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日

採
用
試
験
日

採
用
試
験

対
象
者
区
分

試
験
場
の
名
称

試

験

場

の

位

置

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
平
成
十
九
年
度
二
等
陸
士
、
二
等
海
士
及
び
二
等
空
士
の
募
集

(

防

災

課)

四
九
七
ペ
ー
ジ

○
救
急
医
療
施
設
の
委
嘱

(

医
療
整
備
課)

四
九
八

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

四
九
八

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

四
九
九

○
保
安
林
の
指
定
解
除

(

飛�
農
林
事
務
所)

五
〇
〇

公
安
委
員
会
告
示

○
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
の
委
嘱

(
交
通
企
画
課)

五
〇
一

収
用
委
員
会
告
示

○
土
地
収
用
法
施
行
令
に
基
づ
く
公
示
に
よ
る
通
知

(

収
用
委
員
会)

五
〇
一

訓

令

甲

○
岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

税

務

課)
五
〇
二

公

示

○
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
認
定
の
取
消
し

(

消

防

課)

五
〇
四

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

五
〇
四

○
平
成
十
九
年
度
定
期
種
雄
豚
検
査
の
実
施

(

畜

産

課)

五
〇
四

○
市
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

(

農
地
計
画
課)

五
〇
五

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号

自
衛
隊
法
施
行
令(

昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号)

第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
第
一
項
及

び
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
九
年
度
二
等
陸
・
海
・
空
士
の
募
集
期
間
、
応
募
資
格
、
採

用
試
験
期
日
並
び
に
試
験
場
の
位
置
及
び
名
称
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

採
用
試
験
名
称

１

平
成
十
九
年
度
二
等
陸
・
海
・
空
士
三
次
募
集
男
子
採
用
試
験

２

平
成
十
九
年
度
二
等
陸
・
海
・
空
士
四
次
募
集
男
子
採
用
試
験

二

募
集
期
間

１

平
成
十
九
年
度
二
等
陸
・
海
・
空
士
三
次
募
集
男
子
採
用
試
験

平
成
十
九
年
六
月
十
一
日(

月)

か
ら
同
年
七
月
七
日(

土)

ま
で

２

平
成
十
九
年
度
二
等
陸
・
海
・
空
士
四
次
募
集
男
子
採
用
試
験

平
成
十
九
年
七
月
九
日(

月)

か
ら
同
年
八
月
四
日(

土)

ま
で

三

応
募
資
格

１

採
用
予
定
月
の
一
日
現
在
、
十
八
歳
以
上
二
十
七
歳
未
満
の
男
子

２

日
本
国
籍
を
有
し
、
自
衛
隊
法(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号)

第
三
十
八
条
第
一
項

に
定
め
る
欠
格
事
項
に
該
当
し
な
い
も
の

四

採
用
試
験
期
日
、
試
験
場
の
位
置
及
び
名
称
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自
衛
隊
岐
阜
地
方
協
力
本
部

郡
上
地
域
事
務
所

自
衛
隊
岐
阜
地
方
協
力
本
部

高
山
出
張
所

自
衛
隊
岐
阜
地
方
協
力
本
部

恵
那
地
域
事
務
所

自
衛
隊
岐
阜
地
方
協
力
本
部

美
濃
加
茂
地
域
事
務
所

自
衛
隊
岐
阜
地
方
協
力
本
部

大
垣
地
域
事
務
所

自
衛
隊
岐
阜
地
方
協
力
本
部

岐
阜
募
集
案
内
所

自
衛
隊
岐
阜
地
方
協
力
本
部

本
部
募
集
課

名

称

四
次
募
集

三
次
募
集

八
月
五
日(

日)
七
月
八
日(

日)

男
子

男
子

郡
上
市
八
幡
町
新
町
九
四
七

高
山
市
花
岡
町
二
―
五
八
―

二
高
山
ビ
ル
二
Ｆ

恵
那
市
大
井
町
六
九
九
―
四

美
濃
加
茂
市
古
井
町
下
古
井

大
脇
二
六
一
〇
―
一
可
茂
総

合
庁
舎
四
Ｆ

大
垣
市
林
町
五
―
一
八
光
和

ビ
ル
二
Ｆ

岐
阜
市
神
田
町
六
―
二
二

岐
阜
市
長
良
福
光
二
六
七
五
―

三

住

所

岐
阜
試
験
会
場

岐
阜
試
験
会
場

〇
五
七
五
―
六
七
―
一
二
七
二

〇
五
七
七
―
三
二
―
三
〇
二
八

〇
五
七
三
―
二
六
―
四
三
一
〇

〇
五
七
四
―
二
五
―
七
四
九
五

〇
五
八
四
―
七
三
―
一
一
五
〇

〇
五
八
―
二
六
二
―
一
八
一
八

〇
五
八
―
二
三
二
―
三
一
二
七

連

絡

先

航
空
自
衛
隊
岐
阜
基
地

各
務
原
市
那
加
官
有
無
番
地

〇
五
八
三
―
八
三
―
五
一
一
八

航
空
自
衛
隊
岐
阜
基
地

各
務
原
市
那
加
官
有
無
番
地

〇
五
八
三
―
八
三
―
五
一
一
八

県
道

道
路
の
種
類

六

軒

停
車
場
線

路
線
名

各
務
原
市
蘇
原
古
市
場
町
一

丁
目
一
番
地
先
か
ら

同

市
同

一

丁
目
十
七
番
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

五

採
用
時
期

１

七
・
八
月
採
用

平
成
十
九
年
七
月
中
・
下
旬
及
び
八
月
上
旬

２

十
月
採
用

平
成
十
九
年
十
月
下
旬

３

三
・
四
月
採
用

平
成
二
十
年
三
月
下
旬
か
ら
四
月
上
旬

六

志
願
受
付
場
所

１

各
市
町
村
自
衛
官
募
集
窓
口

２

自
衛
隊
岐
阜
地
方
協
力
本
部
志
願
受
付
窓
口

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号

次
の
医
療
機
関
を
救
急
医
療
施
設
と
し
て
平
成
十
九
年
六
月
一
日
委
嘱
し
た
の
で
、
救
急
医
療
施
設

取
扱
要
綱(

昭
和
五
十
年
岐
阜
県
告
示
第
七
百
六
十
七
号)

第
四
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

医

療

機

関

名

所

在

地

有

効

期

限

伊

佐

治

医

院

加
茂
郡
八
百
津
町
三
九
二
六
番
地

平
成
二
二
・

五
・
三
一

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
五
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
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道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

路
線
名

養

老

垂

井
線

路
線
名

可
児
市
今
渡
字
下
畑
九
番
三

地
先
か
ら

同

市
同

字
同

一
一
番

五
地
先
ま
で

可
児
市
今
渡
字
下
畑
一
一
番

五
地
先
か
ら

区

間

不
破
郡
垂
井
町
字
追
分
二
二

八
八
番
三
地
先
か
ら

同

郡
同

町
字
駒
引
二
〇

八
八
番
九
地
先
ま
で

区

間

Ａ
前
Ｂ

区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別�･�〜�･��･�〜 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� �･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

Ａ
、
Ｂ
、

Ｃ
、
Ｄ

及
び
Ｅ

は
関
係

図
面
に

表
示
す

る
敷
地

の
区
分

備

考

備

考

県
道

菅

刈

今

渡
線

可
児
市
今
渡
字
下
畑
九
番
三

地
先
か
ら

同

市
同

字
同

一
一
番

五
地
先
ま
で

可
児
市
今
渡
字
下
畑
一
一
番

五
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

一
〇
番

二
地
先
ま
で

可
児
市
今
渡
字
下
畑
一
〇
番

二
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

五
二
番

一
地
先
ま
で

可
児
市
今
渡
字
下
畑
九
番
三

地
先
か
ら

同

市
同

字
同

七
番
二

地
先
ま
で

可
児
市
今
渡
字
下
畑
七
番
二

地
先
か
ら

同

市
同

字
同

三
番
三

地
先
ま
で

同

市
同

字
同

一
〇
番

二
地
先
ま
で

可
児
市
今
渡
字
下
畑
一
〇
番

二
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

五
二
番

一
地
先
ま
で

ＡＢ
後
ＣＤＥ Ｃ�･�〜�･��･�〜�･���･�〜��･���･�〜��･���･�〜��･� �･���･�〜��･���･���･���･���･����･� ��･�
県
道
土

岐
可
児

線
と
一

部
重
用

を
い
う
。

持
課
及
び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
七
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

谷高

山
線

路
線
名

菅

刈

今

渡
線

路
線
名

飛�
市
古
川
町
上
野
字
二
階
六
九

七
番
五
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
車
三
八
七

番
七
地
先
ま
で

区

間

可
児
市
今
渡
字
下
畑
九
番
三
地
先

か
ら

同

市
同

三
番
三
地
先

ま
で 区

間��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日

平
成

��･�･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
九
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
三
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

飛�
市
宮
川
町
種
蔵
字
谷
五
五
四
の
二
か
ら
五
五
四
の
四
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

な
だ
れ
の
危
険
の
防
止

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

岐
阜
県
告
示
第
四
百
六
十
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
三
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

飛�
市
宮
川
町
種
蔵
字
谷
五
五
四
の
五

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

な
だ
れ
の
危
険
の
防
止

三

解
除
の
理
由

農
道
用
地
と
す
る
た
め

第１８５７号 岐 阜 県 公 報 平成19年６月29日 ( 500 )



公
安
委
員
会
告
示

垂
井
警
察
署

管
轄
区
域

岐
阜
羽
島
警

察
署
管
轄
区

域 高
山
警
察
署

管
轄
区
域

高
山
警
察
署

管
轄
区
域

大
垣
警
察
署

管
轄
区
域

活
動
区
域

松

井

隆

犬

飼

善

久

廣

田

武

夫

田

中

由

信

片

野

國
太
郎

氏

名

不
破
郡
垂
井
町

羽
島
市
上
中
町

高
山
市
昭
和
町

高
山
市
一
之
宮
町

安
八
郡
輪
之
内
町

住

所

平
成
十
九
年

六
月
一
日

平
成
十
九
年

六
月
一
日

平
成
十
九
年

五
月
一
日

平
成
十
九
年

五
月
一
日

平
成
十
九
年

五
月
一
日

委
嘱
年
月
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
号

道
路
交
通
法(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

第
百
八
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
地

域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
を
次
の
と
お
り
委
嘱
し
た
の
で
、
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
及
び
地

域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
協
議
会
に
関
す
る
規
則(

平
成
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号)

第

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

小

川

信

也

委
嘱
し
た
委
員

収
用
委
員
会
告
示

岐
阜
県
収
用
委
員
会
告
示
第
五
号

土
地
収
用
法
施
行
令(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号)

第
六
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る

同
令
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
に
よ
る
通
知
を
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日

岐
阜
県
収
用
委
員
会

会
長

端

元

博

保

公
示
に
よ
る
通
知

存
否

不
明
。
た
だ
し
、
土
地
登
記
簿
記
載
の
住
所

岐
阜
県
山
県
市
高
富
二
四
四
七
番
地
の
四

岩

井

又

助

住
所

不
明
。
た
だ
し
、
居
所

Rua
Engenheiro

Luis
Ant� nio

Rantin
M
outinho

50

Jardim
Popular

S� o
Paulo

S� o
Paulo

B
rasil

本
籍

東
京
都
八
丈
島
八
丈
町
樫
立
無

番

地

菊

池

み
き
ゑ

住
所

不
明
。
た
だ
し
、
本
籍

熊
本
県
八
代
市
鏡
町
両
出
一
二
七
四
番
地�
本

正

喜

住
所

不
明
。
た
だ
し
、
居
所

Rua
C
apit� o

B
ento

M
ascarenhas

Jequitinhonha
1505

Jardim
Em� lia

Sorocaba
S� o

Paulo
B
rasil

戸

本�
幸

住
所

不
明
。
た
だ
し
、
居
所

Rua
C
apit� o

B
ento

M
ascarenhas

Jequitinhonha
1505

Jardim
Em� lia

Sorocaba
S� o

Paulo
B
rasil

M
itiko

Tom
oto

住
所

不
明
。
た
だ
し
、
居
所

Rua
D
outor

Jos�
Stilitano

451
Residencial

O
uro

Fino
Sorocaba

S� o
Paulo

B
rasil

Francisca
K
eiko

Tom
oto

住
所
不
明
｡
た
だ
し
､
居
所
Rua

D
outor

Jos�
Stilitano

451
Residencial

O
uro

Fino
Sorocaba

S� o
Paulo

B
rasil

Jose
G
uilherm

e

住
所

不
明
。
た
だ
し
、
居
所

R.Yokichiro
Shim

ada
05
Parque

Aeroporto
Taubat�

S� o
Paulo

B
rasil

G
ilberto

Fereira
Paiva

住
所

不
明
。
た
だ
し
、
居
所

Rua
Ter� ncio

C
osta

D
ias
220
Pq
Santa

Isabel

Sorocaba
S� o

Paulo
B
rasil

M
aria

M
adalena

Tom
oto

住
所

不
明
。
た
だ
し
、
居
所

兵
庫
県
芦
屋
市
高
浜
町
五
番
一
―
二
一
二
号

Luciane
Aparecida

Tom
oto

da
Silva

住
所

不
明
。
た
だ
し
、
居
所

兵
庫
県
芦
屋
市
高
浜
町
五
番
一
―
二
一
二
号

Francois
Jose

da
Silva

住
所

不
明
。
た
だ
し
、
居
所

兵
庫
県
神
戸
市
東
灘
区
深
江
南
町
二
丁
目
九
番
二
七
号

メ
ゾ
ン
ド

ア
コ
ー
ル
三
一
二
号

Luiz
Fernando

Tom
oto

住
所

不
明
。
た
だ
し
、
居
所

兵
庫
県
神
戸
市
東
灘
区
深
江
南
町
二
丁
目
九
番
二
七
号

メ
ゾ
ン
ド
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ア
コ
ー
ル
三
一
二
号

Tania
Aparecida

D
e
C
am
pos

Valim
Tom

oto
住
所

不
明
。
た
だ
し
、
居
所

R.Yokichiro
Shim

ada
05
Parque

Aeroporto
Taubat�

S� o
Paulo

B
rasil

G
lauber

Tom
oto

Paiva

住
所

不
明
。
た
だ
し
、
居
所

R.Yokichiro
Shim

ada
05
Parque

Aeroporto
Taubat�

S

� o
Paulo

B
rasil

C
alorina

Tom
oto

Paiva

住
所

不
明
。
た
だ
し
、
居
所

Rua
Ter� ncio

C
osta

D
ias
220
Pq
Santa

Isabel

Sorocaba
S� o

Paulo
B
rasil

Tais
Tam
iko

Tom
oto

住
所

不
明
。
た
だ
し
、
居
所

Rua
Ter� ncio

C
osta

D
ias
220
Pq
Santa

Isabel

Sorocaba
S� o

Paulo
B
rasil

Tam
aris

Tiem
i
Tom

oto

土
地
収
用
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
右
の
者

に
通
知
す
べ
き
左
記
書
類
は
、
岐
阜
県
収
用
委
員
会
事
務
局(

岐
阜
県
県
土
整
備
部
用
地
課
内)

に
お

い
て
保
管
し
て
あ
る
の
で
、
出
頭
の
上
そ
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

記

平
成
十
九
年
六
月
二
十
日
付
け
の
平
成
十
九
年
岐
収
委
第
三
、
四
号
収
用
事
件
の
現
地
調
査
の
実
施

に
つ
い
て
の
通
知

(

注
意)

右
書
類
を
受
領
し
な
い
と
き
は
、
平
成
十
九
年
七
月
十
一
日
を
も
っ
て
そ
の
書
類
の
通

知
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
ま
す
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
日

岐
阜
県
収
用
委
員
会

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
十
五
号

総

務

部

出
納
事
務
局

各
県
税
事
務
所

自
動
車
税
事
務
所

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程(

昭
和
六
十
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

記
第
三
十
七
号
様
式
そ
の
三
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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� � �
� � �

第
37号
様
式
そ
の
３
用
紙
縦
115ミ

リ
メ
ー
ト
ル

(第
25条
関
係
)

横
364ミ

リ
メ
ー
ト
ル

(表
面
)

備
考
第
３
号
様
式
そ
の
１
備
考
は
､
こ
の
様
式
に
つ
い
て
準
用
す
る
｡
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マ
ル
モ
毛
利
プ
ロ
パ
ン
有
限
会
社

代
表
取
締
役

毛
利

真
次

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名

岐
阜
市
長
良
福
光
一
六
〇

八
番
地
三

住

所

平
成
一
九
・

三
・
三
〇

取

消

年

月

日

丸
玉
住
宅
設
備
有
限
会
社

代
表
取
締
役

林

和
朗

岐
阜
市
長
良
三
〇
五
一
番

地
の
一

平
成
一
九
・

三
・
三
〇

別
記
第
三
十
七
号
様
式
そ
の
三
裏
面
中｢�

岐
阜
県
外
の
十
六
銀
行
及
び
大
垣
共
立
銀
行
の
支

銀
行
犬
山
支
店
並
び
に
北
陸
銀
行
中
村
支
店

｢�
岐
阜
県
外
の
十
六
銀
行
及
び
大
垣
共
立
銀
行
の
支
店
､

銀
行
犬
山
支
店
並
び
に
北
陸
銀
行
中
村
支
店

店
､
三
菱
東
京
ユ
ー
エ
フ
ジ
ェ
イ

｣

を�
岐
阜
県
､
愛
知
県
､
三
重
県
及
び
静
岡
県
内
の
郵
便

�
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
(下
記
に
掲
げ
る

コ
コ
ス
ト
ア
､
サ
ー
ク
ル
Ｋ
､
サ
ン
ク
ス
､
セ
ブ
ン
-

デ
イ
リ
ー
ヤ
マ
ザ
キ
､
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
､
ミ
ニ
ス

三
菱
東
京
ユ
ー
エ
フ
ジ
ェ
イ

局も
の
に
限
り
ま
す
｡)

イ
レ
ブ
ン
､
タ
イ
ム
リ
ー
､

ト
ッ
プ
､
ロ
ー
ソ
ン

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
九
年
七
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

示

○
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
認
定
の
取
消
し

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四

十
九
号)

第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
認
定
を
取

り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
六
月
十
四
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ま
め
な
か
な

三

代

表

者

の

氏

名

長
瀬

純
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
高
山
市
上
切
町
八
十
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
飛�
地
区
の
住
民
に
対
し
て
、
介
護
、
福
祉
に

関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
社
会
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

○
平
成
十
九
年
度
定
期
種
雄
豚
検
査
の
実
施

岐
阜
県
種
雄
豚
検
査
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
四
号)

第
五
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
平
成
十
九
年
度
定
期
種
雄
豚
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
同
条
例
第
十
六
条
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

検
査
の
対
象

県
内
に
飼
育
さ
れ
て
い
る
種
雄
豚

二

検
査
の
期
日

平
成
十
九
年
七
月
十
七
日
か
ら
同
年
八
月
十
六
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
管
農
林
事
務
所
長
が
指
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定
す
る
日

○
市
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
郡
上
市
営
土
地
改
良
事
業
鮎
走
地
区
神
道
工
区
の
換
地
処
分
を

平
成
十
九
年
五
月
十
一
日
に
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日
印
刷

平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


